
 

熊本市衛星画像を活用した盛土等分布調査外業務委託（その３） 

特記仕様書 

 

 

第 1条（適用範囲） 

 本特記仕様書は、「熊本市衛星画像を活用した盛土等分布調査外業務委託（その３）」（以

下、「本業務」という。）に適用する。 

 本業務は、本特記仕様書のほか、以下の各種法令及び規則等に準拠して業務を実施すると

ともに、本特記仕様書に明示のない事項であっても、技術的観点から必要と認められる事項

については、責任を持って充足しなければならない。 

 1 宅地造成及び特定盛土等規制法 

 （令和 4年 5月 27日公布、令和 5年 5月 26日施行） 

 2 盛土等防災マニュアル 

 （令和 5年 5月 26日時点＿国土交通省、農林水産省-林野庁） 

 3 盛土等の安全対策推進ガイドライン 

 （令和 5年 5月 26日時点＿国土交通省、農林水産省-林野庁） 

 4 盛土等の安全対策推進ガイドライン及び同解説 

 （令和 5年 5月 26日時点＿国土交通省、農林水産省-林野庁） 

 5 不法・危険盛土等への対処方策ガイドライン 

 （令和 5年 5月 26日時点＿国土交通省、農林水産省-林野庁） 

 6 設計業務等共通仕様書 

 （令和 7年 10 月＿熊本市） 

 7 その他関係法令、条例、基準及びマニュアル等 

 

第 2条（業務の目的） 

 宅地造成及び特定盛土等規制法（以下「盛土規制法」という。）に基づく基礎調査及び不

法・危険盛土等の発見・監視に資するため、衛星画像データ（光学衛星）を活用し、盛土等

の土地改変の可能性がある箇所（以下「盛土等可能性箇所」という。）の抽出・判別を行う

とともに、盛土規制法及び他法令に係る許認可情報との照合を実施し、新規に造成された盛

土等の分布状況を把握する。また、既存の盛土等分布調査による経過観察対象について机上

観察を行い、必要に応じて現地調査を実施することで、盛土等監視体制の強化を図ることを

目的とする。 

 

第 3条（履行場所） 

 熊本市内一円とし、本市が指定する範囲とする。 



 

第 4条（履行期間） 

 契約締結日から令和 9年（2027年）3月 12日までとする。 

 

第 5条（提出書類） 

 受託者は、契約締結後、速やかに以下に掲げる書類を委託者に提出し、その承認を受けな

ければならない。 

 1 業務着手届 

 2 業務工程表 

 3 管理技術者等通知書及び業務経歴書 

 4 業務計画書 

 5 その他必要書類 

 受託者は、委託者との連絡を密にし、業務にあたっては、委託者の指示に従わなければな

らない。 

 受託者は、各作業工程において工程の確認を行い、業務の進捗状況を委託者へ報告するも

のとする。また、委託者が必要と認めた場合においても、受託者は適宜作業の各工程の進捗

状況を報告するものとする。 

 

第 6条（技術者の資格要件等） 

 1 管理技術者 

  管理技術者（直接雇用している者に限る。）は、次の要件を満たす者とする。 

  (1)平成 28年（2016年）以降に、衛星画像データによる多時期の差分解析及び現場デ 

ータを用いた検証に関する業務実績を有し、十分な知識、技術及び経験を有する者。 

 2 照査技術者 

  照査技術者（直接雇用している者に限る。）を配置するものとし、次の要件を満たす者

とする。 

  (1)平成 28年（2016年）以降に、衛星画像データによる多時期の差分解析及び現場デ 

ータを用いた検証に関する業務実績を有し、十分な知識、技術及び経験を有する者。 

 

第 7条（資料等の貸与） 

 受託者は、本業務に必要な資料等を自らの費用で備えるものとする。 

 ただし、本業務に必要な資料等のうち、委託者が所有するものは、委託者に貸与を求める 

ことができる。 

 委託者は、受託者より請求があった資料等について、本業務に必要と認めた場合は当該資 

料等を貸与するものとする。 

 受託者は、資料等を貸与された後速やかに借用書を委託者に提出し、貸与された資料等の 



取扱い及び保管を慎重に行い、本業務上必要であっても、委託者の承諾を受けずに複製等を 

行ってはならない。 

 また、受託者は、本業務終了後、速やかに貸与された資料を委託者に返却し、調査職員に

よる検収を受けなければならない。 

 

第 8条（権利の帰属） 

 本業務の成果品は、全て委託者に帰属するものとし、受託者は、委託者の許可なく複製、

貸与又は流用等してはならない。 

 

第 9条（修補） 

 受託者は、成果品納入後であっても、過失若しくは遺漏等に起因する不良個所が発見され

た場合、又は軽微な修正が必要となった場合、委託者の必要と認める修補を速やかに行うも

のとし、それに係る費用は、受託者が負担するものとする。 

 

第 10条（秘密の保持） 

 受託者は、本業務を行うことにより知り得た情報を本業務に関わる者以外に漏らしては

ならない。 

 

第 11条（疑義） 

 本特記仕様書及び準拠法令等に記載のない事項及び疑義を生じた場合は、委託者及び受

託者にて協議のうえ、委託者の指示に従い、業務を遂行するものとする。 

 

第 12条（業務内容） 

 衛星画像データを活用した盛土等可能性箇所の抽出・判別及び許認可情報との照合等を

行うことにより、盛土等の分布調査を行い、必要に応じて盛土等可能性箇所の現地調査を行

う。 

 1 計画準備 

  業務着手後、速やかに業務計画書を作成し、委託者と協議のうえ、円滑に業務を遂行で

きるよう準備を行う。 

 2 資料収集整理（衛星画像データの調達及び色調補正等） 

  (1)調達条件 

   ア 衛星画像種別：Pleiades衛星画像 

   イ 地上解像度：0.5mを満たすもの 

   ウ 色調等：4バンドを満たすもの（赤、青、緑、近赤外） 

   エ ビット数：16ビット 

   オ フォーマット：GeoTIFF 



   カ 雲量：納品する衛星画像の雲量は、画像内の 5％内とする。なお、規定内の雲量

に調整する際に別途作業が発生する場合は委託者と協議の上実施する。 

   キ 位置精度：RMSE10m以内 

   ク 使用許諾範囲（ライセンス）：熊本市職員が熊本市で使用可能なライセンスを取

得し、閲覧（GISでの背景表示含む。）、生データの解析ができること。また、熊

本市職員以外の者への画像の一部抜粋を伴う印刷物の配布が可能な形態とする

こと。 

   ケ 調達範囲：熊本市内一円 

     ※別紙位置図を参照し、調達案を提示すること。 

   コ 調達画像の想定観測時期：令和 8年（2026年）8月から 10月 

     ※撮影開始前に FS（Feasibility Study：撮影可能性調査）を提出すること。 

     ※想定する観測時期は上記のとおりだが、上記で示す時期付近に条件の満たす

衛星画像データがない場合又は撮影不可である場合は、受託者は委託者へ観測

時期等の代替案を示し、委託者及び受託者にて協議のうえ、委託者の指示に従い、

調達する画像を決定するものとする。 

  (2)留意事項 

   ア 衛星画像データは、オルソ画像処理及び色調補正を施し、目視判読用の衛星画像

データを作成すること。 

 3 盛土等可能性箇所の抽出・判別 

  2で調達した衛星画像データを用いて盛土等可能性箇所の抽出・判別を行うこと。なお、

抽出・判別作業の着手にあたっては、委託者が示す 50km2 の範囲を対象に下記(2)で示す

抽出・判別作業を試行し、委託者の承認を得てから行うものとする。試行は衛星画像デー

タの調達後速やかに行い、結果を委託者へ提出すること。 

  (1)抽出・判別対象 

    抽出・判別対象は、盛土、切土、土石の堆積、土砂掘削及び森林伐採等の土地改変

が新たに生じた可能性がある箇所並びに既に存在したものに変化が生じた可能性が

ある箇所を対象箇所とし、当該対象箇所のうち面積 500m2以上の土地改変の可能性が

あるものを対象とする。 

  (2)抽出・判別作業 

    抽出・判別作業は、本業務で調達する衛星画像（令和 8 年（2026 年）8 月から 10

月観測画像）と市から貸与する衛星画像データ（令和 7年（2025年）10月観測画像）

を用いて 2時期比較し行うものとする。 

   ア 抽出・判別方法は目視判読手法を主として行う。また、NDVI（正規化植生指標）

及び GSI（粒径指標）等の指標を用いた自動抽出手法等を補助として用い、抽出

漏れを防止すること。 

     ・1次判別：1/500程度の縮尺で、衛星画像全域について判読する。 



     ・2次判別：1/500程度の縮尺で 1次判別結果の精査を行う。抽出箇所の属性を

確認し、必要に応じて修正及び削除等を行う。2次判読者は、高分解能衛星画像

による盛土等可能性箇所の判別に対して十分な経験を有した技術者とする。 

   イ 盛土等可能性箇所は抽出した盛土等可能性箇所の位置情報等を示した一覧表及

び位置図を作成し、整理すること。なお、位置図は、衛星画像データの調達範囲

全体を示した全体図及び盛土等可能性箇所ごとの詳細図（表示縮尺：1/2500）を

作成すること。 

   ウ 抽出した盛土等可能性箇所について、GIS データ（ポリゴン図形、Shape 形式）

の作成を行うこと。 

  4 許認可情報との照合等 

   3で抽出・判別された盛土等可能性箇所について、盛土規制法及び他法令に係る許認

可情報等と照合し、盛土規制法及び他法令に係る許認可等を受けていない不法・危険盛

土等である可能性が高い盛土等可能性箇所を抽出・判別し、3で作成した一覧表に当該

情報を追記する。 

  5 既存盛土等箇所における経過観察 

   2で調達した衛星画像を用い、市が指定する 458箇所の既存盛土等及び過年度業務に

おいて、継続確認が望ましいと報告された 490箇所の盛土等可能性箇所について、衛星

画像を活用した机上観察を行う。把握すべき盛土等の変状として、盛土等範囲拡大、盛

土等形状の変化、伐採、構造物の出現滅失、土砂流出の有無等とする。確認方法は原則

として目視判読し、盛土等箇所それぞれについて変状の有無をとりまとめ、前後 2時期

の時系列変化が確認できるような、衛星画像図面資料を作成する。 

  6 現地調査 

   4で抽出・判別された盛土規制法及び他法令に係る許認可等を受けていない盛土等可

能性箇所等及び 5 の机上調査によって変状が確認された既存盛土等箇所について、委

託者と協議のうえ、現地調査が必要と判断された箇所に関する現地調査を行う。調査結

果を整理のうえ、必要資料の作成及び GISデータ（ポリゴン図形、Shape形式）の更新

を行う。 

   当該現地調査は、「盛土等の安全対策推進ガイドライン及び同解説」の「Ⅰ編 盛土

等の抽出、安全性把握調査編」の「5.応急対策の必要性判断」及び「6.安全性把握調査

の優先度評価」並びに「不法・危険盛土等への対処方針ガイドライン」に基づき、応急

対策の必要性判断及び安全性把握調査の優先度評価に関する現地調査並びに一覧表、

位置図及びカルテ等の必要資料の作成を行うこと。現地調査にあたり、当該調査区域へ

の立ち入りが必要な場合は、委託者より盛土規制法第 5 条第 2 項に基づき土地所有者

へ通知を行うため、事前に土地所有者を調査すること。立入調査は当該通知後に、身分

証明書を携帯のうえ実施する。 

   また、当該現地調査の結果を踏まえ、GISデータ（ポリゴン図形、Shape形式）の更



新を行うこと。 

  7 学識経験者からの意見聴取補助 

   既存盛土等の安全性の把握を目的とした学識経験者からの意見聴取に際し、資料作

成等の支援を行うこと。 

   また、委託者の指示に従い資料作成支援を行うほか、学識経験者による会議（盛土対

策検討委員会）において、委託者の補助として参加すること。 

  8 報告書作成 

   本業務の目的を踏まえ、業務の各段階で作成された資料を基に、業務の方法・過程・

結論について記載した報告書を作成する。 

   なお、報告書の作成に当たり、本業務で実施した調査内容・手法、使用した資料やデ

ータの名称・内容及び業務を進めるうえで設定した条件等についてとりまとめ、報告書

を作成する。 

  9 打合せ等 

   本業務の打合せ等は、業務着手時に 1回、中間時に 2回、業務完了時に 1回の計 4回

を想定している。 

 

第 13条（成果品） 

 本業務の成果品は、以下のとおり作成し、提出するものとする。 

  1 業務報告書（A4判、ファイル製本）：2部 

  (1)業務報告書 

  (2)各業務で作成した一覧表、位置図及びカルテ等の各種資料 

  (3)打合せ記録簿 

  (4)その他関係資料 

  2 電子データ（CD-R・DVD-R格納）：2部 

  (1)業務報告書（PDF、Word形式） 

  (2)各業務で作成した一覧表、位置図及びカルテ等の各種資料（PDF、Word・Excel形式） 

  (3)衛星画像データ 

  (4)盛土等可能性箇所 GISデータ（ポリゴン図形）（Shape形式） 

  (5)現地調査箇所 GISデータ（ポリゴン図形）（Shape形式） 

  (6)打合せ記録簿（PDF、Word、Excel形式） 

  (7)その他関係資料（PDF形式） 

 

第 14条（ウィークリースタンス） 

 本業務は、ウィークリースタンスの対象であるため、「設計業務等におけるウィークリー 

スタンス実施要領」に基づき、委託者、受託者の協力のもと取り組むものとする。 


